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芦屋市分別収集計画 

１ 計画策定の意義 

  近年、日本国内でも、温暖化が原因と考えられる猛暑や豪雨などによる大

規模災害の発生等、気候変動問題は、私たち一人ひとりにとって避けること

のできない問題となっています。  

地球全体をみても、環境問題だけでなく、大量生産・大量消費型の社会経済

活動による資源枯渇も喫緊の課題となっています。  

  その対策として一般廃棄物処理基本計画を定め環境意識を醸成し、一人ひ

とりがごみに対して意識することによる、分別の促進及び燃やすごみの減量

を目指しています。  

  本計画はこのような状況を踏まえて、容器包装に係る分別収集及び再商品

化の促進等に関する法律（以下 ｢法 ｣という）第８条に基づいて容器包装廃棄

物を分別収集し、及び地域における容器包装廃棄物の３Ｒ（リデュース・リユ

ース・リサイクル）を推進し、最終処分量の削減を図る目的で策定した計画で

す。  

ごみは生活するにおいて必ず出てくるものです。誰もが出すものです。ご

みの出ない生活はありません。一人ひとりが意識することで、ごみが減り、資

源は再利用されます。一人でも多くの市民がごみのことを自分ごとと捉える

その積み重ねが、地球環境や資源の枯渇を救います。  

未来を担う世代に、より良い環境を残すため、一般廃棄物処理基本計画に

加え本計画を策定し、ごみの減量、資源化を推進し持続可能な社会を目指し

ます。  

２  基本的方向 

本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。  

(1) 市民・事業者・行政がそれぞれの役割を担うため、令和４年３月に改訂し

た「芦屋市一般廃棄物処理基本計画」に基づいたごみの減量化・再資源化に

関する取組を盛り込んだ分別収集計画とする。  

(2) 市民一人ひとりの生活の中で、ごみを減らすことが必要であるため、ご

みの分別に関すること、再資源化物の流れ、再生品の種別及びその利用促

進など、総合的に啓発することにより、循環型社会の実現を目指した分別

収集計画とする。  

 (3) 本市の分別・収集頻度は毎年策定する「芦屋市一般廃棄物処理実施計画」

に基づいており、同計画の分別内容を基にした分別収集計画とする。  
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 (4) 昭和５６年度から実施している再生資源集団回収事業は、自治会、老人

会、子供会、集合住宅管理組合等で取り組まれ、広く市民に定着している

ため、本計画に組み入れる。  

(5) 市内民間店舗による店頭のＢＯＸ等による分別収集についても、広く市

民に定着しているため、兵庫県を通して把握できる量を本計画に取り入れ

る。  

(6) 令和５年４月より移行開始し１０月より本格実施する「芦屋市指定ごみ

袋制度」について、本制度は環境意識の醸成に基づく、分別の促進及び燃や

すごみの減量のため、本制度に基づく分別の効果を推測し、本計画に取り

入れる。  

(7) プラスチックの分別については、芦屋市の焼却施設の建替えに関する計

画を令和４年度～令和６年度で策定を進めており、本計画期間においては

分別収集の予定がないため、プラスチック製容器包装は収集しないものと

して本計画を策定する。  

３  計画期間 

本計画の計画期間は令和５年４月を始期とする５年間とし、令和７年度に

見直す。  

４  対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス

製容器（無色、茶色、その他）、飲料用紙容器、段ボール、紙製容器包装、ペ

ットボトルを対象とする。  

なお、プラスチック製容器包装は、分別収集に必要な施設及び人員を確保

する必要があり、また、ダイオキシン類低減対策として、高温焼却するための

燃料源としているため、現在のところ分別収集をしていない。 

５  各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

（法第８条第２項第１号） （ｔ）

5 年度  6 年度  7 年度  8 年度  9 年度  

容器包装廃棄物    6， 1 4 0 . 9     6， 1 1 3 . 6     6， 0 5 3 . 8     6， 0 1 1 . 7     5， 9 7 0 . 6  
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各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み内訳

（ｔ ）

容器包装廃棄物

項目  
5 年度  6 年度  7 年度  8 年度  9 年度  

缶
類

スチール製

容器  
175.5 167.8 159.6 152.2 145.2

アルミ製  

容器  
125.9 127.5 128.5 129.8 131.1

小    計 301.4 295.3 288.1 282.0 276.3

ビ
ン
類

無色のガラ

ス製容器  
198.8 192.7 185.7 179.5 173.5

茶色のガラ

ス製容器  
112.3 108.8 104.9 101.4 98.0

その他のガ

ラス製容器
244.7 237.2 228.6 220.9 213.5

小    計 555.8 538.7 519.2 501.8 485.0

飲料用紙パック

容器  
232.1 229.6 225.8 222.7 219.6

段ボール  1， 889.5 1， 888.5 1， 877.1 1， 870.9 1， 864.7

その他紙製容器

包装  
782.4 782.0 777.2 774.7 772.1

ペットボトル  490.5 491.4 489.5 489.0 488.5

そ

の

他

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

製

容

器

白色トレイ 40.6 40.6 40.3 40.2 40.0

その 他のプ

ラス チック

製容 器包装

1， 889.1 1， 888.1 1， 876.8 1， 870.6 1、 864.4

小    計 1， 929.7 1， 928.7
1， 917.1

1， 910.8 1、 904.4

合    計  6， 140.9 6， 113.6 6， 053.8 6， 011.7 5， 970.6
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６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

（法第８条第２項第２号）

容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、以下の方策を実施する。なお、実

施に当たっては、市民・事業者・市がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に協

力、連携を図ることが重要である。また、｢芦屋市廃棄物減量等推進審議会｣では、

ごみの減量化・再資源化の推進とその活動について協議をする。 

(1) 日常における環境意識の醸成 

施策例 

・指定ごみ袋の導入 

・環境教育の充実 

・リサイクルイベントの実施 等 

環境意識を醸成し、分別の促進及び燃やすごみの減量のために令和５年４月よ

り指定ごみ袋への移行を開始し、同１０月より完全実施を目指す。 

子どもの頃から、ごみの減量化・再資源化についての関心を高めるため、市内

の小・中学生を対象にポスターの募集や処理センター見学を行う。また、芦屋市

家庭ごみハンドブック、ごみ収集カレンダー、リサイクルイベントであるリユー

スフェスタ、環境処理センターの施設見学会に加えＳＮＳなど多様な媒体を利

用し、全世代への啓発活動を通して、ごみ問題について認識を深め、市民・事業

者・市が連携して、３Ｒ生活の普及を推進し、地球環境問題の中のごみ問題を取

り上げ、啓発活動に取り組む。 

また、プラスチックごみ削減に関する取組についても積極的に発信する。 

 (2)  市民参画・協働の推進  

   施策例 

    ・住民参加の将来構想 

    ・リサイクルの推進（再生資源集団回収の活性化）等 

   市独自で進めるのではなく、多くの住民を巻き込み、住民説明会等を通して分   

別の重要性を広めていく。 

   地域の再生資源集団回収については、活性化を目的に、市のＨＰ等で団体の紹   

介をすることで、住民周知を図る。 

(3) 多様な主体との連携 

   施策例 

   ・民間店舗との協力 

   ・民間団体との提携 等  

市内店舗と連携を図ることで、分別のし易さを高めることにつなげ、住民にと

って日常的な分別意識の向上を図る。そのために、市内店舗でも容器包装廃棄物

等を回収できる店舗があれば、市のＨＰ等で周知する。また、行政以外のルート

での収集強化を図ることで、収集量の増加を目指す。 
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(4) 排出事業者責任の徹底  

施策例  

・事業系ごみ袋の指定  

・事業者への資源の分別の促進  

   事業者については、専用の指定ごみ袋の導入は行わないが、中身が見え

ない状態でのごみの持込みを禁ずることで、持込み時の分別の有無の確認

を容易にし、違反者からの持込みをなくす。  

   また、市内事業者に事業系ごみのハンドブックを配布するとともに、地

域のごみステーションへの廃棄に対する指導、許可業者からの持込みごみ

に対する展開検査のさらなる充実などを行い、事業者への啓発を強化し、

一般廃棄物への事業系ごみの混入をなくす。  

(5)  新施設の検討・構想  

   施策例 

• ・新施設整備計画の推進 

・プラスチックの分別検討等 

令和４年度から３年間かけて、現施設の建て替えの計画を策定する。その計画   

の中で、現在収集していないプラスチックの分別について検討する。 

７  分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装

廃棄物の収集に係る分別の区分     （法第８条第２項第３号） 

環境処理センターの整備状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分別収

集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。

また、市民の協力度、本市が有する収集機材、選別施設等を勘案し、収集に

係る分別の区分は、下表右欄のとおりとする。  

分別 収集をす る容 器 包装 廃棄物 の種類  収集 に係る 分別の 区 分  

主と してスチ ール 製 の容 器  
 缶  

主と してアル ミ製 の 容器  

主と して  無色 のガラス 製容 器  

ガラ ス製の  茶 色のガラ ス製容 器   ビ ン  

容器  
その 他のガラ ス製 容 器    

主 と し て 紙 製 の 容 器 で あ っ て 飲 料 を 充 て ん す る た

めの もの（原材 料とし てア ルミニウ ムが 利 用さ れて

いる ものを除 く。 ）  

 紙 パック  
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主と して段ボ ール 製 の容 器  段 ボール  

主と して紙製 の容 器 包装 であっ て上記 以 外の もの  

飲料 用紙パッ ク、 段 ボ

ール 以外の紙 製容 器 包

装  

主 と し て ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト (Ｐ Ｅ Ｔ )製

の容 器であっ て飲 料、しょ うゆ等を 充て ん する ため

のも の  

 ペ ットボト ル  

８  各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ご

との量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で

定める物の量の見込み （法第８条第２項第４号）     

容器 包装廃棄 物項 目 5 年度  6 年度  7 年度  8 年度  9 年度  

ス チ ー ル

製 容 器

（ｔ ）  

行政回収  59.9 59.2 56.3 53.7 51.2 

集団回収  33.8 33.9 30.7 29.3 28.0 

店頭回収  2.3 3.9 2.1 2.0 1.9 

小計  96.0 97.1 89.2 85.0 81.1 

ア ル ミ 製

容器（ｔ ）

行政回収  45.9 47.3 47.7 48.1 48.6 

集団回収  34.1 36.3 34.8 35.2 35.5 

店頭回収  15.6 16.7 15.9 16.0 16.2 

小計  95.6 100.3 98.3 99.3 100.3 

無色  

ガ ラ ス 製

容器  

（ｔ ）  

指 定 法 人 引 渡 量  162.8 158.7 152.9 147.8 142.9 

独 自  

処 理  

量  

行 政 回 収

集 団 回 収

店 頭 回 収  0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 

小計  163.4 159.2 153.5 148.3 143.3 

茶色  

ガ ラ ス 製

容器  

（ｔ ）  

指 定 法 人 引 渡 量  92.6 90.2 87.0 84.1 81.2 

独 自  

処 理  

量  

行 政 回 収 - - - -

集 団 回 収 - - - -
店 頭 回 収  0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

小計  92.9 90.5 87.3 84.3 81.5 

その 他  

ガ ラ ス 製

容器  

（ｔ ）  

指 定 法 人 引 渡 量  231.0 224.2 216.1 208.9 201.9 

独 自  

処 理  

量  

行 政 回 収 - - - -

集 団 回 収 - - - -
店 頭 回 収  0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 

小計  231.8 225.0 216.9 209.6 202.6 

飲 料 用 紙

パ ッ ク 容

器（ ｔ）  

行政回収  8.4 13.4 13.2 13.0 12.8 

集団回収  1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

店頭回収  21.6 21.4 21.0 20.7 20.4 

小計  31.5 36.2 35.6 35.1 34.6 

段 ボ ー ル

（ｔ ）  

行政回収  303.8 329.4 327.4 326.3 325.3 

集団回収  581.6 581.3 577.8 575.9 574.0 

店頭回収  

小計  885.4 910.7 905.2 902.2 899.2 

指 定 法 人 引 渡 量  - - - - -
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そ の 他 紙

製 容 器 包

装（ ｔ）  

独 自  

処 理  

量  

行 政 回 収 28.9 53.1 52.7 52.4 52.1 

集 団 回 収 43.6 76.6 76.1 75.9 75.7 

店 頭 回 収 - - - -

小計  72.5 129.7 128.8 128.3 127.8 

ペ ッ ト ボ

トル  

（ｔ ）  

指 定 法 人 引 渡 量  180.3 195.2 194.5 194.3 194.1 

独 自  

処 理  

量  

行 政 回 収 - - - -

集 団 回 収 - - - -
店 頭 回 収 34.2 34.2 34.1 34.1 34.0 

小計  214.5 229.4 228.6 228.4 228.1 

そ の 他 プ

ラ ス チ ッ

ク 製 容 器

包装

（ｔ ）  

指 定 法 人 引 渡 量  - - - - -

独 自  

処 理  

量  

行 政 回 収 - - - -

集 団 回 収 - - - -
店 頭 回 収 23.5 23.5 23.4 23.3 23.2 

小計  23.5 23.5 23.4 23.3 23.2 

う ち

白 色

ト レ

イ  

 指 定 法 人 引 渡 量 - - - -

独 自  

処 理  

量  

行 政 回 収 - - -

集 団 回 収 - - -

店 頭 回 収 9.9 9.9 9.8 9.8 9.8 

小計  9.9 9.9 9.8 9.8 9.8 

1,907.1  2,001.7 1,966.6 1,943.9
1,921.8

. 

９  各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ご

との量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で

定める物の見込みの算定方法 

特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定

する主務省令で定める物の量の見込み  

＝  直近年度の分別基準適合物等の収集実績×人口変動率  

人口は、芦屋市一般廃棄物処理基本計画の推測と合わせている。  

令和 5 年度  令 和 6 年 度 令和 7 年度  令 和 8 年 度 令和 9 年度  

93,425  93,119  92,812  92,506  92,199  

（ 対 前 年 度 比 ） （ 対 前 年 度 比 ） （ 対 前 年 度 比 ） （ 対 前 年 度 比 ） （ 対 前 年 度 比 ）

99.7％ 99.7％ 99.7％ 99.7％ 99.7％
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10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号）

分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。  

なお、現在、自治会や集合住宅管理組合等で集団回収を行っている「缶」、

｢紙パック｣、「段ボール」については、引き続き各団体が分別収集を行う。  

分別収集の実施主体  

容器包装廃棄物の

種   類  

収集に係る

分別の区分
収集・運搬段階  

選別・保

管等段階

金

属

スチール製容器

缶  

市による定期収集  
住 民 団 体 に よ る 集 団 回 収

店頭回収  

市  

民間業者  

アルミ製容器
市 に よ る 定 期 収 集  

住 民 団 体 に よ る 集 団 回 収

店 頭 回 収  

市  

民間業者  

ガ

ラ

ス

無色のガラス

製容器  

ビン  

市による定期収集  

店頭回収  

市  

民間業者  

茶色のガラス

製容器  

市による定期収集  

店頭回収  

その他のガラ

ス製容器  

市による定期収集  

店頭回収  

紙

類

飲料用紙製容器 紙パック  
市 に よ る 定 期 収 集  

住 民 団 体 に よ る 集 団 回 収

店 頭 回 収  

市  

民間業者  

段ボール  段ボール  
市による定期収集
住 民 団 体 に よ る 集 団 回 収

市  

民間業者  

その他の紙製

容器包装  

上記以外の紙

製容器包装
市による定期収集  

市  

民間業者  

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

ペットボトル ペットボトル
市による定期収集  

店頭回収  

市  

民間業者  

白色発泡スチ

ロール製食品

トレイ  

白色トレイ 店頭回収  民間業者  
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項 

（法第８条第２項第６号）

｢紙パック」、「段ボール」、「その他紙類」は、市が収集し、計量後直接再生

資源回収業者に運び、再資源化している。  

｢缶」、「ビン」、｢ペットボトル ｣は、本市環境処理センターで選別、圧縮・保

管している。  

選別、圧縮・保管施設は、適切に維持管理を行い、ごみの減量化・再資源化

の向上を図るための整備を行う。  

分別収集の用に供する施設整備計画  

分別収集する容器

包装廃棄物の種類

収集に係る

分別の区分
収集容器  収集車  中間処理  

スチール製容器 
缶  袋  

パッ カー車  

環境処理センター 

(選別、 圧縮・

保管 施設）  

アルミ製容器  

無色の ガラ ス製

容器  

ビ  ン  袋  
茶色の ガラ ス製

容器  

その他 のガ ラス

製容器  

飲料用紙製容器 紙パック  紐で縛るか、袋

パッ カー車  

環境処理センター 

再 生 資 源 回 収

業者  

段ボール 段ボール 紐で縛るか、袋

その他の紙製  

容器包装  

上記以外の紙

製容器包装
紐で縛るか、袋

ペットボトル  ペットボトル 袋  パッ カー車  環境処理センター 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

・市民や事業者の意見、要望を反映させ、容器包装廃棄物の分別収集を円滑

かつ効率的に進めていくとともに、市民と事業者との対話や普及啓発活動を

促進するため、市民や事業者、市からの委員で構成された廃棄物減量等推進

審議会を設置し、推進体制を整備する。自主的な地域３Ｒ活動を推進してい

く。  

・自治会等の市民団体による集団回収を促進するため、奨励金の交付などの

支援を行う。  

・毎年度、分別収集計画記載事項の実績を確認、記録し、３年後の計画改定

時には、その記録を基に事後評価を行うこととする。  

・組成分析の結果をはじめ各種数値をホームページ等で公開する。  

・分別収集・選別保管のコスト削減のため、毎年度、容器包装の分別収集・

選別保管に係る費用の把握に努め、費用削減に向けた分析、検討を行い、必

要な措置を講じる。  

  上記のとおり「芦屋市分別収集計画 ｣を定める。  

                    芦屋市長 伊藤  舞  


